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地
方
自
治
体
の
情
報
公
開
条
例
に
お
い
て
、
権
利
の
濫
用
に
該
当
す
る
情
報
公
開
請
求
を
却
下
で
き
る
旨
の
明
文
規
定
を
置
く
な
ど
、
こ

の
問
題
へ
の
対
処
の
た
め
に
条
例
改
正
を
行
う
例
が
見
ら
れ
る
。
二
○
一
三
年
四
月
時
点
で
、
こ
の
種
の
規
定
を
お
い
て
い
る
の
は
、
都
道

濫
用
的
な
情
報
公
開
請
求
に
つ
い
て

目
次

一
は
じ
め
に

二
大
量
請
求
と
文
書
の
特
定

（
１
）
問
題
の
所
在

（
２
）
内
閣
府
審
査
会

（
３
）
裁
判
例

（
４
）
検
討

三
権
利
濫
用
法
理

（
１
）
権
利
濫
用
の
基
準

（
２
）
権
利
濫
用
認
定
の
困
難
性
と
審
査
会
の
役
割

四
制
度
的
対
応
の
試
み

（
１
）
濫
用
禁
止
規
定

（
２
）
手
数
料
予
納
制
度

五
お
わ
り
に

｜
は
じ
め
に

曽
我
部
真
裕
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府
県
、
東
京
都
特
別
区
、
市
（
合
計
八
五
三
団
体
）
の
う
ち
、
一
六
団
体
に
と
ど
ま
る
が
、
二
○
一
○
年
と
比
較
す
れ
ば
五
団
体
の
増
加
だ
と

（
１
）

い
う
。
こ
の
数
字
だ
け
を
見
れ
ば
、
全
国
的
な
傾
向
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
濫
用
的
な
開
示
請
求
は
、
特
定
人
か

ら
の
大
量
あ
る
い
は
多
数
回
の
公
開
請
求
と
い
う
形
で
現
れ
、
こ
の
よ
う
な
者
が
一
人
で
も
出
現
す
れ
ば
、
当
該
自
治
体
の
行
政
事
務
が
大

き
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
ど
の
自
治
体
に
と
っ
て
も
無
縁
で
は
な
い
。

実
際
、
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
「
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
等
委
員
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
（
一
般
財
団
法
人
行
政
管
理
研
究
セ
ン

タ
！
王
催
）
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
こ
の
問
題
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
治
体
の
審
査
会
の
委
員
・
事
務
局
担
当
者
の

す
な
わ
ち
、
濫
用
的
な
開
示
請
求
は
、
行
政
事
務
に
多
大
な
負
担
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
情
報
公
開
制
度
自
体
に
対
す
る
自
治
体
職
員

の
不
信
感
を
醸
成
し
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
情
報
公
開
担
当
部
局
へ
の
圧
力
と
な
り
、
当
該
自
治
体
全
体
の
情
報
公
開
へ
の
消
極

的
な
姿
勢
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
開
示
の
可
否
の
判
断
や
審
査
会
で
の
諮
問
手
続
の
遅
延
と
い
う
形
で
他
の
開
示
請
求
者
に

も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
住
民
全
体
の
情
報
公
開
制
度
へ
の
信
頼
を
揺
る
が
す
お
そ
れ
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
制
度
全
体
に
対
す
る
深
刻
な
リ

ス
ク
要
因
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
、
市
民
団
体
な
ど
情
報
公
開
を
求
め
る
側
に
は
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
正
当
な
開
示
請
求
が
窓
意
的
に
制
約
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
根
強
く
あ
り
、
こ
う
し
た
懸
念
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
真
に
濫
用
的
な
請
求
に
は
適
切
に
却
下
決
定
を
行
い
う
る
と
同
時
に
、
却
下
決
定
の
濫
用
を
許
さ
な
い
よ
う
な
方
策
が
条
例
解

し
か
し
他
方
で
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
は
、
上
述
の
濫
用
禁
止
や
手
数
料
設
定
に
関
す
る
条
例
改
正
論
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
は
窓
口
対

応
な
ど
実
務
面
で
の
工
夫
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
実
務
面
の
工
夫
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ

れ
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
条
例
の
解
釈
論
や
制
度
改
正
論
の
次
元
で
も
広
く
議
論
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ

（
２
）

関
心
が
高
い
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

ろ
う
か
。
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て
い

（
４
４
）

ブ
（
》
○

そ
し
て
、
濫
用
的
な
開
示
請
求
に
当
た
り
う
る
請
求
に
は
、
一
度
に
大
量
の
文
書
の
公
開
請
求
を
行
う
大
量
請
求
の
場
合
と
、
特
定
人
が

多
数
回
に
わ
た
っ
て
公
開
請
求
を
行
う
多
数
回
請
求
の
場
合
と
が
あ
り
う
る
が
、
開
示
請
求
権
の
濫
用
と
し
て
主
に
念
頭
に
置
か
れ
て
き
た

情
報
公
開
法
や
大
多
数
の
情
報
公
開
条
例
で
は
、
現
在
で
も
開
示
請
求
権
の
濫
用
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
周
知
の
よ

う
に
、
二
○
二
年
の
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
た
情
報
公
開
法
改
正
法
案
で
は
明
示
規
定
を
お
い
て
い
た
が
、
二
○
一
二
年
に
廃
案
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
権
利
濫
用
の
場
合
に
不
開
示
決
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
法
の
一
般
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

釈
論
や
制
度
改
正
論
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
る
。

（
３
）

本
稿
は
、
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
考
察
に
と
ど
ま
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
検
討
の
試
み
で
あ
る
。

（
１
）
読
売
新
聞
二
○
一
三
年
一
○
月
一
二
日
東
京
都
民
面
（
全
国
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
連
絡
会
議
の
調
査
に
基
づ
く
記
事
）
。

（
２
）
特
に
、
二
○
一
二
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
○
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
参
加
者
か
ら
特
に
要
望
が
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
藤
原
静
雄
教
授
に

よ
る
講
演
が
行
わ
れ
た
（
〔
一
財
〕
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
「
第
一
○
回
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
等
委
員
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
概
要
」
季
報
情
報
公
開
・
個
人

情
報
保
護
四
七
号
〔
二
○
一
二
年
〕
三
頁
〔
一
五
頁
以
下
〕
）
。

（
３
）
本
来
は
各
地
の
情
報
公
開
条
例
や
審
査
会
答
申
も
幅
広
く
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
、
本
稿
で
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
検
討
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
営
利
目
的
で
の
大
量
請
求

に
つ
い
て
の
論
点
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
営
利
目
的
で
の
開
示
請
求
は
、
確
か
に
情
報
公
開
制
度
の
本
来
の
目
的
か
ら
外
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
が
、
行
政
保
有
情
報
を
民
間
に
開
放
し
て
有
効
活
用
を
促
し
、
住
民
の
利
便
性
向
上
や
経
済
の
活
性
化
を
図
る
等
の
観
点
か
ら
最
近
推
進
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
政
策
の
目
的
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
政
策
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
つ
つ
、
無
料
一
般
公
開
を
す
る
も
の
と
有
料
で
の
情
報
提
供
を

す
る
も
の
と
に
切
り
分
け
る
な
ど
の
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。

二
大
量
請
求
と
文
書
の
特
定

（
１
）
問
題
の
所
在
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例
え
ば
、
特
定
の
事
業
あ
る
い
は
特
定
の
部
署
に
関
す
る
文
書
全
部
と
い
う
開
示
請
求
は
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
形
式
的
に
考
え
れ
ば

請
求
対
象
の
範
囲
は
明
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
内
閣
府
審
査
会
は
、

（
９
）
（
皿
）

「
特
定
と
い
う
文
言
の
機
能
的
解
釈
」
と
し
て
、
こ
の
種
の
請
求
は
特
定
が
不
十
分
で
あ
っ
て
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
内
閣
府
審
査
会
二
○
○
八
年
二
月
五
日
答
申
（
平
成
二
○
年
度
〔
行
情
〕
三
○
八
号
〔
以
下
「
答
申
三
○
八
号
」
と
い
う
〕
）
は
、

会
計
検
査
院
事
務
総
長
に
対
し
「
平
成
二
年
度
総
理
府
一
般
会
計
証
明
書
類
警
察
関
係
す
べ
て
（
既
に
請
求
済
み
の
分
を
除
く
と
の
開

示
を
求
め
た
事
案
で
は
、
同
総
長
か
ら
移
送
を
受
け
た
警
察
庁
長
官
（
諮
問
庁
）
は
、
文
書
の
不
特
定
及
び
権
利
濫
用
を
理
由
に
不
開
示
決

（
５
）

の
は
、
主
と
し
て
前
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
情
報
公
開
法
に
関
し
て
、
「
開
示
請
求
の
対
象
と
な
る
行
政
文
書
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
こ
と

に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
も
、
（
…
…
）
行
政
機
関
の
事
務
を
停
滞
、
混
乱
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
等
の
場
合
を
除
き
、
単
に
事
務
処
理
上
対
応
が
困
難
と
い
う
場
合
は
、
処
理
期
限
の
特
例
（
法
第
二
条
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
で

（
６
）

あ
っ
て
、
権
利
の
濫
用
に
該
当
し
な
い
」
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
同
様
に
情
報
公
開
法
に
つ
い
て
、
。
般
的
に
は
、
大
量
請
求
Ⅱ
権
利
濫

（
７
）
（
８
）

用
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
政
を
停
滞
さ
せ
る
意
思
を
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
」
と
も
有
力
に
説
か
れ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
大
量
請
求
の
事
案
で
権
利
濫
用
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
行
政
を
停
滞
・
混
乱
さ
せ
る
意
思
・
目
的
の
立
証
が

必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
立
証
は
容
易
で
は
な
い
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
難
点
を
踏
ま
え
て
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
大
量
請
求
に
つ
い
て
、
権
利
濫
用
該
当
性
で
は
な
く
請
求
対
象
文
書
の
特

定
の
問
題
と
し
て
扱
う
解
釈
論
が
見
ら
れ
、
内
閣
府
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
内
閣
府
審
査
会
」
と
い
う
）
や
、
高
裁
レ

ベ
ル
の
裁
判
例
で
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
か
ら
判
断
を
行
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
本
節
で
は
こ
う
し
た
捉
え
方
に
つ
い
て
検
討
す

う
（
句
○

（
２
）
内
閣
府
審
査
会
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そ
の
上
で
、
諮
問
庁
の
事
務
量
を
検
討
し
、
本
件
請
求
文
書
に
つ
い
て
開
示
実
施
を
す
る
ま
で
に
約
二
五
年
を
要
す
る
見
込
み
で
あ
る
な

ど
と
し
て
、
「
本
件
に
お
い
て
個
別
に
開
示
・
不
開
示
の
検
討
を
行
う
と
す
れ
ば
、
行
政
事
務
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
開
示
請
求
は
、
一
般
に
、
開
示
請
求
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
に
沿
う
も
の
で
は
な
く
、
社
会
通

念
上
相
当
で
あ
る
と
し
て
是
認
で
き
る
開
示
請
求
の
範
囲
を
著
し
く
超
え
て
い
る
」
と
し
て
特
定
に
欠
け
る
と
し
た
。

ま
た
、
法
一
一
条
の
期
限
の
特
例
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
〔
以
下
同
じ
〕
）
。

定
を
行
っ
た
。

こ
の
事
案
に
お
い
て
内
閣
府
審
査
会
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

行
政
文
書
の
包
括
的
大
量
請
求
と
の
関
係
で
こ
の
条
項
の
意
味
を
検
討
す
る
と
、
例
え
ば
「
特
定
行
政
機
関
の
保
有
す
る
行
政
文
書

の
す
べ
て
」
と
記
載
さ
れ
た
開
示
請
求
で
あ
っ
て
も
、
当
該
行
政
文
書
の
範
囲
は
形
式
的
、
外
形
的
に
は
一
応
明
確
で
は
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
一
般
に
、
行
政
組
織
の
活
動
は
多
種
多
様
で
あ
る
の
に
そ
の
す
べ
て
に
係
る
行
政
文
書
を
請
求
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い

こ
と
に
加
え
、
そ
の
よ
う
な
包
括
的
請
求
を
容
認
す
る
な
ら
ば
、
対
象
文
書
の
量
が
膨
大
と
な
り
、
請
求
者
が
閲
覧
・
謄
写
を
行
う
こ

と
自
体
が
困
難
と
な
る
一
方
、
行
政
の
事
務
遂
行
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
前
記
の
よ
う
な
包
括
的
大
量
請

求
に
あ
っ
て
は
、
情
報
公
開
法
に
よ
る
開
示
請
求
制
度
上
は
、
請
求
権
行
使
の
要
件
と
し
て
の
文
書
特
定
を
欠
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

文
書
特
定
の
概
念
は
、
開
示
請
求
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
の
た
め
の
機
能
的
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
記
の
よ
う
な
解
釈

は
妥
当
で
あ
〔
る
〕
。

な
お
、
法
は
、
一
般
的
な
大
量
請
求
に
対
し
て
は
、
法
二
条
に
規
定
す
る
期
限
の
特
例
制
度
に
よ
っ
て
、
開
示
請
求
日
か
ら
六
○
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ま
た
、
同
様
の
立
場
を
と
る
裁
判
例
も
あ
る
。
横
須
賀
市
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く
「
平
成
一
三
年
度
の
土
木
部
道
路
建
設
課
及
び
用
地

課
の
公
文
書
す
べ
て
」
の
開
示
請
求
（
ダ
ン
ボ
ー
ル
一
二
○
箱
分
）
に
つ
い
て
、
東
京
高
判
二
○
二
年
七
月
二
○
日
判
例
自
治
三
五
四
号
九

頁
（
以
下
「
七
月
二
○
日
判
決
」
と
い
う
）
は
、
対
象
文
書
の
特
定
を
要
求
し
て
い
る
条
例
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
特
定
部
署
の
公
文
書
を
包
括

請
求
す
る
開
示
請
求
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
特
定
を
欠
く
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
特
段
の
事
情
の
あ
る
場
合
と
は
、
請
求
者
が
真

に
特
定
部
署
の
公
文
書
全
部
の
閲
覧
等
を
希
望
し
て
お
り
、
か
つ
、
請
求
対
象
公
文
書
の
全
部
の
閲
覧
等
を
相
当
期
間
内
に
実
行
す
る
こ
と

の
で
き
る
態
勢
を
整
え
て
お
り
、
行
政
機
関
を
い
た
ず
ら
に
疲
弊
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
す
る
。

ま
た
、
答
申
三
○
八
号
と
同
一
の
請
求
を
含
む
事
案
に
お
い
て
、
東
京
高
判
二
○
二
年
二
月
三
○
日
訟
月
五
八
巻
一
二
号
四
二
五

頁
（
以
下
．
一
月
三
○
日
判
決
」
と
い
う
）
は
、
「
特
定
種
類
の
公
文
書
を
包
括
請
求
す
る
」
場
合
に
は
、
七
月
二
○
日
判
決
と
同
様
の
特
段

の
事
情
の
な
い
限
り
特
定
を
欠
く
と
し
て
い
る
が
、
よ
り
詳
し
く
理
由
を
判
示
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
重
要
部
分

を
引
用
す
る
。

日
以
内
に
開
示
決
定
等
で
き
な
い
行
政
文
書
に
つ
い
て
、
「
相
当
の
期
間
内
」
、
す
な
わ
ち
、
行
政
機
関
が
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
必
要

と
さ
れ
る
合
理
的
な
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
行
う
こ
と
で
対
応
す
べ
き
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
開
示
実
施
を
行
う
ま
で

約
二
五
年
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
本
件
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
処
分
庁
が
前
記
「
相
当
の
期
間
内
」
に
本
件
請
求
文
書
に
つ
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

開
示
実
施
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
同
規
定
に
照
ら
し
て
も
、
本
件
開
示
請
求
自
体
、
法
の
想
定
外
の
も
の
で
あ

、る
と
認
め
ら
れ
る
。

〔
情
報
公
開
法
二
条
は
開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
を
定
め
て
対
象
文
書
が
大
量
で
あ
る
場
合
に
対
応
し
て
い
る
が
、
〕
こ
の
場

（
３
）
裁
判
例
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合
で
も
、
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
「
相
当
の
部
分
」
（
実
質
的
に
開
示
請
求
に
あ
る
程
度
応
答
す
る
た
め
に

は
、
少
な
く
と
も
全
体
の
何
割
か
の
部
分
が
必
要
で
あ
り
、
僅
少
な
部
分
で
は
足
り
な
い
と
解
さ
れ
る
。
）
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
す
る
こ
と
が

で
き
、
残
り
の
部
分
に
つ
い
て
も
三
○
日
以
内
に
開
示
決
定
等
を
す
る
期
限
を
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
、
自
ず
か
ら
期
間
内
の
事
務
処
理
が
可
能
な
量
的
な
制
限
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
相
当
の
人
員
を
配
置
し
て
も
同
期
限
を
年
余

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
先
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
を
想
定
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
開
示
の
実
施
の
面
か
ら
み
て
も
、
開
示
請
求
者
が
閲
覧
に
よ
る
方
法
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
一
定
の
期
間
内
に
お
け
る
現

実
的
な
閲
覧
実
施
の
可
能
性
も
考
盧
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
〔
…
…
〕
閲
覧
等
に
よ
る
開
示
の
実
施
が
現
実
に
な
さ
れ

な
い
文
書
に
つ
い
て
ま
で
、
情
報
公
開
法
が
開
示
決
定
等
の
行
政
事
務
を
要
求
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
と
、
開
示
請
求
者
が
通
常
の
期
間
に
閲
覧
を
し
得
な
い
程
の
著
し
く
大
量
の
行
政
文
書
を
指
定
す
る
こ
と
は
、
形
式
的
に
識
別
可
能

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
っ
て
も
、
同
法
の
要
求
す
る
行
政
文
書
の
特
定
の
方
法
と
し
て
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

、

以
上
に
よ
れ
ば
、
同
法
二
条
が
「
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
が
著
し
く
大
量
」
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
自

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ず
か
ら
量
的
な
制
限
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
、
開
示
請
求
手
続
の
い
わ
ば
内
在
的
な
制
約
と
し
て
情
報
公

、
、
、
、
、
、
、

開
法
上
存
在
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
開
示
文
書
の
量
的
な
制
限
が
あ
る
こ
と
は
、
〔
…
：
。
〕
「
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書

を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
」
を
開
示
請
求
書
の
必
要
的
記
載
事
項
と
す
る
の
は
、
処
分
行
政
庁
の
担
当
職
員
に
お
い
て
、
請
求
の
対

象
と
な
る
公
文
書
を
識
別
し
た
上
、
請
求
の
対
象
と
な
る
公
文
書
の
全
部
に
つ
い
て
非
開
示
事
由
の
有
無
の
調
査
・
判
断
を
行
う
こ
と

を
可
能
と
す
る
た
め
で
あ
る
と
こ
ろ
、
請
求
者
が
通
常
開
示
を
希
望
せ
ず
、
あ
る
い
は
現
実
に
閲
覧
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
膨
大

な
文
書
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
調
査
・
判
断
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
、
処
分
行
政
庁
の
担
当
職
員
及
び
行
政
組
織
を
い
た
ず
ら
に
疲
弊

さ
せ
、
行
政
機
関
の
他
の
行
政
活
動
を
い
わ
れ
な
く
停
滞
さ
せ
る
原
因
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を

特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
」
を
必
要
的
記
載
事
項
と
し
た
趣
旨
を
没
却
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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ま
ず
、
答
申
三
○
八
号
お
よ
び
二
月
三
○
日
が
、
情
報
公
開
法
二
条
の
射
程
の
限
界
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
解
釈
は
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
答
申
三
○
八
号
の
よ
う
に
二
五
年
と
い
う
期
間
を
念
頭
に
お
い
た
判
断
な
ら
と
も
か

く
、
一
一
月
三
○
日
判
決
が
、
こ
う
し
た
限
界
を
「
年
余
の
先
」
と
し
て
い
る
点
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
（
な
お
、
同
判
決
の
事
案
で
は
、

答
申
三
○
八
号
の
そ
れ
よ
り
も
対
象
文
書
は
多
か
っ
た
）
。
情
報
公
開
法
に
つ
い
て
言
え
ば
、
開
示
決
定
等
ま
で
一
年
以
上
要
し
て
い
る
事
案
は
、

（
皿
）

二
○
一
二
年
度
で
一
○
六
件
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
限
界
を
超
え
る
大
量
の
文
書
の
開
示
請
求
は
、
二
月
三
○
日
判
決
が
示
す
通
り
、
開
示
請
求
権
の
内
在
的
制
約
と
い

え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
同
判
決
お
よ
び
答
申
三
○
八
号
の
よ
う
に
特
定
性
を
欠
く
場
合
の
一
類
型
と
捉
え
る
こ
と
は
、
便
宜
の
問
題
と
し

て
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、
本
当
に
そ
れ
で
よ
い
か
ど
う
か
は
検
討
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
二
月
三
○
日
判
決
は
、
法
二
条
の
解
釈
か
ら
導
出
さ
れ
た
同
条
の
射
程
、
現
実
的
な
開
示
実
施
の
可
能
性
、
行
政

機
関
の
負
担
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
理
由
付
け
か
ら
、
包
括
請
求
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
特
定
性
を
欠
く
と
し
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

〔
…
…
〕
情
報
公
開
法
の
定
め
る
開
示
請
求
制
度
上
は
、
特
定
種
類
の
公
文
書
を
包
括
請
求
す
る
趣
旨
の
記
載
は
、
特
段
の
事
情
の
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
限
り
、
「
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
」
の
記
載
に
は
当
た
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
特
段
の
事

情
の
あ
る
場
合
と
は
、
「
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
」
が
必
要
的
記
載
事
項
と
さ
れ
た
趣
旨
を
没
却
し

な
い
よ
う
な
例
外
的
な
事
情
が
あ
る
場
合
、
例
え
ば
、
請
求
者
が
真
に
特
定
部
署
の
公
文
書
全
部
の
閲
覧
等
を
希
望
し
て
お
り
、
か
つ
、

請
求
対
象
公
文
書
の
全
部
の
閲
覧
等
を
相
当
期
間
内
に
実
行
す
る
こ
と
の
で
き
る
態
勢
を
整
え
て
お
り
、
行
政
機
関
を
い
た
ず
ら
に
疲

弊
さ
せ
る
も
の
で
な
い
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
４
）
検

討
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次
に
、
こ
れ
と
は
別
に
、
二
月
三
○
日
判
決
が
、
こ
う
し
た
内
在
的
制
約
論
に
加
え
、
現
実
的
な
開
示
実
施
の
可
能
性
、
行
政
機
関
の

負
担
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
理
由
付
け
か
ら
、
包
括
請
求
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
特
定
性
を
欠
く
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同

判
決
は
、
こ
う
し
た
複
合
的
な
理
由
付
け
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
指
摘
し
た
純
粋
な
内
在
的
制
約
論
か
ら
離
れ
、
む
し
ろ
文
書
特
定
の
実

質
化
を
推
し
進
め
て
い
る
と
い
え
る
（
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
だ
ろ
う
）
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
後
に
も
触
れ
る
が
、
大
量
請
求
の
場
合
に
特
定
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
特
段
の
事
情
が
必
要
だ
と
い
う
構
造

化
は
、
大
量
請
求
の
問
題
を
文
書
の
特
定
の
有
無
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
か
、
権
利
濫
用
と
し
て
捉
え
る
か
は
別
と
し
て
、
判
断
を
合
理
化

す
る
手
法
と
し
て
、
あ
り
う
る
考
え
方
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
二
月
三
○
日
判
決
お
よ
び
七
月
二
○
日
判
決
で
は
、
開
示
請
求
者
の
側
の
特
段
の
事
情
を
文
書
特
定
の
問
題
と
し
て
検
討
し

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
膨
大
な
対
象
文
書
の
中
か
ら
一
定
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
を
探
索
し
て
開
示
す
る
よ
う
な
場
合

に
お
い
て
、
探
索
に
実
施
機
関
の
合
理
的
な
範
囲
を
超
え
る
労
力
を
要
す
る
よ
う
な
場
合
に
特
定
を
欠
く
な
ど
と
い
っ
た
形
で
文
書
特
定
を

機
能
的
・
実
質
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
特
段
の
事
情
と
い
う
形
で
請
求
者
側
の
事
情
を
広
く
捉
え
る
こ
と
に

（
吃
）

は
無
理
が
あ
り
、
思
わ
ぬ
ハ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ま
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
大
量
請
求
の
処
理
の
た
め
の
行
政
側
の
負
担

（
旧
）

と
特
定
の
問
題
は
次
元
の
異
な
る
問
題
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
多
数
回
請
求
の
よ
う
な
事
例
も
視
野
に
入
れ
れ
ば
、

権
利
濫
用
法
理
の
援
用
を
避
け
る
こ
と
は
い
ず
れ
に
し
て
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

内
閣
府
審
査
会
に
続
き
、
東
京
高
裁
の
複
数
の
判
決
が
文
書
特
定
の
機
能
的
解
釈
を
と
っ
た
こ
と
は
、
今
後
の
実
務
へ
の
影
響
が
大
き
い

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
４
）
た
だ
し
、
否
定
説
も
あ
る
（
松
井
茂
記
「
情
報
公
開
法
（
第
二
版
三
〔
有
斐
閣
、
二
○
○
三
年
〕
一
四
三
頁
）
。

（
５
）
「
情
報
公
開
条
例
の
今
日
的
課
題
」
を
整
理
し
、
権
利
濫
用
問
題
も
詳
し
く
取
り
上
げ
た
論
考
で
も
、
こ
の
問
題
は
大
量
請
求
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
藤
原
静

雄
「
情
報
共
有
の
政
策
法
務
Ｉ
自
治
体
情
報
法
制
の
今
日
的
課
題
」
北
村
喜
宣
ほ
か
（
編
）
「
自
治
体
政
策
法
塗
〔
有
斐
閣
、
二
○
二
年
〕
四
八
七
頁
以
下
〔
四
九
○
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以
上
に
対
し
て
、
大
量
請
求
や
多
数
回
請
求
を
、
権
利
濫
用
法
理
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
方
法
も
あ
り
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
方
法
は

文
書
特
定
の
機
能
的
解
釈
に
よ
る
対
処
と
両
立
し
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
多
く
の
自
治
体
で
は
権
利
濫
用
法
理
に
よ
る
対
応
が
中
心
に
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
上
述
の
よ
う
に
、
近
年
、
東
京
高
裁
の
複
数
の
判
決
が
大
量
請
求
問
題
を
文
書
特
定
の
問
題
と
し
て
扱
う
に

至
っ
た
た
め
、
今
後
は
傾
向
に
変
化
が
見
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
従
来
は
裁
判
所
も
大
量
請
求
を
権
利
濫
用
の
問
題
と
し

（
６
）
総
務
省
行
政
管
理
局
「
詳
解
情
報
公
開
法
」
（
財
務
省
印
刷
局
、
二
○
○
一
年
）
一
○
○
頁
。

（
７
）
宇
賀
克
也
『
新
・
情
報
公
開
法
の
逐
条
解
説
（
第
六
版
匡
（
有
斐
閣
、
二
○
一
四
年
）
一
三
三
頁
。

（
８
）
こ
れ
に
対
し
て
、
濱
西
隆
男
「
行
政
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
に
つ
い
て
の
覚
書
」
季
刊
行
政
管
理
研
究
一
二
二
号
（
二
○
○
八
年
）
三
五
頁
以
下
（
三
八

頁
）
は
、
実
際
に
権
利
濫
用
と
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
よ
り
幅
広
い
類
型
を
挙
げ
、
情
報
公
開
請
求
権
の
濫
用
に
つ
い
て
は
、
「
私
人
の
権
利
行

使
に
適
用
さ
れ
る
比
例
原
則
違
反
」
に
該
当
し
う
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
、
害
意
が
な
く
て
も
権
利
濫
用
と
な
り
う
る
た
め
、
本
文
で
引
い
た
見

解
よ
り
も
権
利
濫
用
の
範
囲
は
広
く
な
り
う
る
。

（
９
）
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
・
前
掲
注
（
２
）
一
七
頁
［
藤
原
静
雄
発
言
］
。

（
Ⅲ
）
他
に
も
、
「
労
働
基
準
局
が
保
有
す
る
も
の
全
て
。
電
磁
的
記
録
も
含
む
。
」
を
対
象
と
し
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
、
文
書
の
特
定
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
さ
れ
た
不
開

示
決
定
を
妥
当
と
し
た
平
成
一
七
年
度
（
行
情
）
答
申
第
二
八
六
号
な
ど
が
あ
る
。

（
ｕ
）
総
務
省
「
平
成
二
四
年
度
に
お
け
る
行
政
機
関
情
報
公
開
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
」
。

（
ｕ
）
七
月
二
○
日
判
決
の
評
釈
で
あ
る
佐
伯
彰
洋
「
行
政
文
書
公
開
請
求
拒
否
処
分
取
消
請
求
控
訴
事
件
横
須
賀
市
」
判
例
地
方
自
治
三
六
五
号
（
二
○
一
三
年
）
一
六
頁

以
下
（
一
八
頁
）
は
、
「
文
書
の
特
定
性
の
要
件
に
権
利
濫
用
の
法
理
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
れ
ば
、
正
当
な
開
示
請
求
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
も
危
慎
さ
れ
る
」
と
す
る
。

（
⑬
）
藤
原
静
雄
「
情
報
公
開
請
求
の
拒
否
と
権
利
濫
用
」
判
例
セ
レ
ク
ト
二
○
二
［
Ⅱ
］
（
二
○
一
二
年
）
四
頁
。

‐
四
九
三
頁
〕
）
。

三
権
利
濫
用
法
理

（
１
）
権
利
濫
用
の
基
準
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権
利
濫
用
法
理
に
よ
る
対
応
に
つ
い
て
は
、
側
権
利
濫
用
の
基
準
が
明
確
で
な
い
こ
と
、
㈹
基
準
の
不
明
確
性
と
関
連
し
て
、
実
施
機
関

が
権
利
濫
用
法
理
の
援
用
に
跨
跨
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

情
報
公
開
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
行
政
を
停
滞
・
混
乱
さ
せ
る
意
思
・
目
的
の
立
証
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

（
旧
）

条
例
に
つ
い
て
も
同
様
の
解
釈
を
前
提
に
、
解
釈
・
運
用
の
手
引
な
ど
で
よ
り
具
体
的
な
判
断
基
準
を
定
め
て
い
る
例
が
あ
る
。

例
え
ば
、
横
浜
市
情
報
公
開
条
例
は
二
○
一
○
年
に
改
正
さ
れ
て
権
利
濫
用
禁
止
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
五
条
二
項
）
が
、
そ
の
「
解

釈
・
運
用
の
手
引
」
で
は
、
事
案
ご
と
に
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
盧
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
事
例
の

（
肥
）

類
型
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
Ｍ
）

て
位
置
づ
け
て
き
て
い
る
。

㈲
実
施
機
関
の
業
務
遂
行
を
停
滞
さ
せ
る
こ
と
を
開
示
請
求
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

例
特
定
の
課
に
対
し
て
短
期
間
に
集
中
し
て
大
量
の
請
求
を
行
う
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
同
一
内
容
に
つ
い
て
の
請
求
を
繰

り
返
す
な
ど
、
実
施
機
関
の
業
務
遂
行
を
停
滞
さ
せ
る
こ
と
を
開
示
請
求
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

㈹
そ
の
他
開
示
請
求
の
目
的
が
文
書
開
示
以
外
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

例
特
定
職
員
の
誹
誇
、
中
傷
を
記
載
し
た
請
求
を
繰
り
返
し
行
う
、
「
自
分
に
逆
ら
っ
た
の
で
開
示
請
求
し
て
や
る
」
な
ど
と
発

言
し
た
の
ち
に
特
定
職
員
の
作
成
し
た
書
類
を
全
て
請
求
す
る
な
ど
、
特
定
職
員
に
対
す
る
威
圧
、
攻
撃
な
ど
を
開
示
請
求
の
目

的
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ
開
示
を
受
け
る
意
思
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ァ
請
求
者
の
言
動
、
請
求
の
内
容
、
方
法
等
か
ら
、
開
示
請
求
の
目
的
が
文
書
開
示
以
外
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と

斗
式
ご
○
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し
た
が
っ
て
、
両
者
は
補
完
関
係
に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
権
利
濫
用
が
疑
わ
れ
る
よ
う
な
特
定
請
求
者
は
、

却
下
さ
れ
や
す
い
典
型
的
な
大
量
請
求
を
避
け
、
よ
り
巧
妙
な
開
示
請
求
を
し
て
く
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
に
は
権
利
濫

用
法
理
に
よ
る
対
応
が
必
要
と
な
る
。

対
応
で
き
な
い
。

ア
は
行
政
を
停
滞
・
混
乱
さ
せ
る
意
思
・
目
的
が
直
接
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
が
、
イ
や
ウ
も
こ
う
し
た
意
思
・
目
的
が
間
接
的

に
認
定
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
妥
当
な
類
型
化
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
具
体
的
類
型
化
を
み
る
と
、
権
利
濫
用
の
場
合
は
、
請
求
者
と
実
施
機
関
と
の
間
で
一
定
期
間
の
継
続
的
な
関
係
の
存
在
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
特
定
に
欠
け
る
大
量
請
求
の
場
合
と
は
異
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
論
理
の

上
で
は
、
請
求
が
一
度
限
り
で
あ
っ
て
も
対
応
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
必
ず
し
も
一
度
の
大
量
の
文
書
の
開
示
請
求
を
行
う
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
反
復
し
て
同
一
内
容
（
こ
れ
は
実
質
的
に
同
一
の
内
容

と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
）
の
開
示
請
求
を
行
う
よ
う
な
場
合
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。
特
定
の
有
無
に
よ
る
対
応
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は

例
開
示
決
定
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
当
な
理
由
な
く
閲
覧
等
せ
ず
に
、
繰
り
返
し
同
様
の
文
書
を
開
示
請
求
す
る
な
ど
、

請
求
す
る
だ
け
で
開
示
を
受
け
る
意
思
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ウ
開
示
の
実
施
等
に
お
い
て
不
適
正
な
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
き
。

例
「
行
政
文
書
の
特
定
に
実
質
的
に
応
じ
な
い
」
、
「
行
政
文
書
を
ほ
と
ん
ど
閲
覧
せ
ず
に
立
会
い
の
職
員
に
対
し
て
長
時
間
に
わ

た
り
自
説
を
主
張
す
る
」
、
「
開
示
日
程
を
一
方
的
に
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
」
、
「
特
定
の
職
員
に
よ
る
応
対
を
強
要
す
る
」
、
「
長
時
間

に
わ
た
っ
て
職
員
の
応
対
を
強
要
す
る
」
、
「
開
示
請
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
政
文
書
等
の
作
成
を
強
要
す
る
」
な
ど
の
不

適
正
な
行
為
が
同
一
人
か
ら
の
一
連
の
請
求
に
お
い
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
と
き
。
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②
答
申
第
三
三
二
号

二
○
一
三
年
三
月
一
五
日
、

（
皿
）

答
申
第
三
三
二
号
を
行
っ
た
。

確
か
に
、
権
利
濫
用
に
よ
る
開
示
請
求
の
却
下
は
、
一
般
法
理
に
よ
っ
て
開
示
請
求
権
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
十
分
な
客
観
的

な
事
実
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
他
方
で
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
真
に
濫
用
的
な
請
求
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
適
切
に
排

除
す
る
こ
と
が
情
報
公
開
制
度
全
体
の
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

（
岨
）

こ
う
し
た
状
況
の
打
開
に
お
い
て
、
審
査
会
の
役
割
が
求
め
ら
れ
る
場
面
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
当
時
筆
者
が
委
員
と
し
て

参
加
し
て
い
た
大
阪
市
情
報
公
開
審
査
会
の
実
践
が
一
つ
の
例
と
し
て
検
討
の
素
材
と
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
重
要
な
答
申
二
件
に

（
別
）

つ
き
や
や
立
ち
入
っ
て
紹
介
・
検
討
す
る
。

（
肥
）

と
こ
ろ
、

わ
れ
る
。

①
大
阪
市
情
報
公
開
審
査
会
の
二
件
の
答
申
に
即
し
た
検
討

し
か
し
、
権
利
濫
用
禁
止
の
明
文
規
定
や
、
そ
の
解
釈
と
し
て
の
類
型
化
が
な
い
自
治
体
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
整
備
を
行
っ
た
自
治

体
に
お
い
て
も
、
実
施
機
関
が
実
際
に
個
別
の
事
案
に
お
い
て
権
利
濫
用
を
認
定
し
て
請
求
を
却
下
す
る
決
定
に
踏
み
切
る
こ
と
は
容
易
で

（
Ⅳ
）

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
少
な
く
と
も
一
部
に
は
、
権
利
濫
用
の
判
断
を
行
う
に
は
客
観
的
な
事
実
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
肥
）

と
こ
ろ
、
ど
の
程
度
の
事
実
が
ど
の
程
度
の
証
拠
を
も
っ
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思

大
阪
市
で
は

二
○
一
○
年
度
以
降
、
特
定
の
数
名
の
市
民
か
ら
の
公
文
書
開
示
請
求
や
個
人
情
報
開
示
請
求
が
急
増
し
て
い
た
。
特
に
、

（
２
）
権
利
濫
用
認
定
の
困
難
性
と
審
査
会
の
役
割

権
利
濫
用
を
認
定
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
同
種
の
開
示
請
求
に
対
す
る
実
施
機
関
の
対
処
方
針
を
も
示
す
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本
件
答
申
に
関
係
す
る
特
定
請
求
者
は
、
情
報
公
開
だ
け
で
も
二
○
一
○
年
度
か
ら
二
○
一
二
年
度
で
約
四
一
○
件
の
開
示
請
求
、
そ
し
て
、

約
三
二
○
件
の
不
服
申
立
て
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
め
ぐ
る
市
の
窓
口
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
自
ら

の
主
張
が
容
れ
ら
れ
な
い
こ
と
の
不
満
の
表
明
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
直
接
又
は
間
接
的
に
関
係
す
る
市
の
部
署
に
開
示
請
求
を
行
っ
て
い

た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
背
景
事
情
は
、
濫
用
が
疑
わ
れ
る
情
報
公
開
・
個
人
情
報
開
示
請
求
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
だ

大
阪
市
情
報
公
開
審
査
会
は
従
前
、
こ
う
し
た
大
量
の
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
、
通
常
の
案
件
と
同
様
、
個
別
に
審
査
・
答
申
を
行
っ
て

い
た
が
、
答
申
第
三
三
二
号
に
お
い
て
は
そ
れ
を
改
め
、
相
互
に
関
係
す
る
開
示
請
求
を
七
つ
の
類
型
に
区
分
し
、
合
計
二
六
件
の
不
服

申
立
て
に
つ
い
て
一
括
し
て
答
申
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

答
申
第
三
三
二
号
に
関
わ
る
開
示
請
求
は
、
既
に
開
示
請
求
が
行
わ
れ
た
文
書
を
求
め
る
も
の
や
、
職
員
と
の
折
衝
の
際
に
職
員
が
行
っ

た
言
動
の
根
拠
と
な
る
文
書
を
求
め
る
も
の
、
あ
る
い
は
所
管
外
の
事
務
に
関
す
る
文
書
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
不
存
在
で
あ

る
こ
と
が
明
白
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
答
申
に
お
い
て
は
、
簡
易
な
判
断
で
原
決
定
妥
当
と
す
る
判
断
を
行
う
と
と
も
に
、

「
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
」
と
い
う
項
を
設
け
て
以
下
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
た
（
別
表
へ
の
参
照
が
あ
り
ゃ
ゃ
分
か
り
に
く
い
が
、
趣
旨
は
理

解
可
能
と
思
わ
れ
る
の
で
別
表
は
省
略
す
る
。
詳
細
は
答
申
原
文
（
注
（
別
）
）
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

（
犯
）

ろ
謡
う
。

今
後
、
同
じ
異
議
申
立
人
か
ら
、
別
表
１
，
２
及
び
６
脚
欄
に
記
載
の
旨
の
公
開
請
求
が
改
め
て
な
さ
れ
た
場
合
は
も
と
よ
り
、
下

記
川
か
ら
⑥
に
つ
い
て
公
開
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
情
報
公
開
制
度
の
趣
旨
か
ら
著
し
く
乖
離
し
て
お
り
、
権
利
の
濫
用
と
解

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
施
機
関
は
当
該
公
開
請
求
を
却
下
す
べ
き
で
あ
る
。

川
第
５
の
３
に
記
載
の
本
件
各
事
業
者
に
関
し
て
消
費
者
セ
ン
タ
ー
に
行
っ
た
消
費
生
活
相
談
に
起
因
す
る
本
件
各
事
業
者
そ
の

も
の
に
つ
い
て
の
当
否
の
判
断
や
総
務
省
所
管
の
法
令
な
ど
明
ら
か
に
消
費
者
セ
ン
タ
ー
の
所
管
外
業
務
に
関
す
る
こ
と
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大
阪
市
情
報
公
開
条
例
に
は
権
利
濫
用
に
関
す
る
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
答
申
に
よ
る
こ
う
し
た
指
示
に
よ
り
、
実
施
機
関
の
関

係
部
署
は
簡
易
な
判
断
で
権
利
濫
用
に
よ
る
却
下
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
一
度
は
審
査
会
で
の
慎
重
な
判
断
を
経
た
上
で
、
一
定
の
射
程
を
定
め
て
指
示
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
新
た
な
却
下
決
定

（
羽
）

に
対
す
る
不
服
申
立
て
も
当
然
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
却
下
決
定
の
濫
用
に
は
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ

の
よ
う
な
指
示
が
な
く
て
も
、
先
例
が
で
き
た
こ
と
で
同
様
の
開
示
請
求
に
対
し
て
実
施
機
関
は
却
下
決
定
を
行
う
こ
と
が
容
易
に
な
る
と

思
わ
れ
る
が
、
歯
止
め
と
い
う
観
点
か
ら
こ
う
し
た
指
示
に
は
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
手
法
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
反
復
し
て
開
示
請
求
を
受
け
る
担
当
部
署
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
や
、
審
査
会
に
よ
る
同
種

案
件
の
審
理
ポ
イ
ン
ト
が
絞
り
込
ま
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
審
理
の
効
率
化
と
い
っ
た
点
で
は
有
効
で
あ
っ
た
が
、
他
の
内
容
の
開
示
請
求

に
シ
フ
ト
す
る
な
ど
、
当
該
請
求
者
の
開
示
請
求
自
体
が
抑
制
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
万
能
と
は
い
え
な
い
よ

（
型
）

う
で
あ
る
。

③
答
申
第
三
六
四
号

答
申
第
三
三
二
号
で
は
、
同
一
の
開
示
請
求
者
が
極
め
て
多
数
の
開
示
請
求
を
行
う
中
、
同
一
文
書
の
反
復
的
な
請
求
や
不
存
在
で
あ
る

こ
と
が
明
白
で
あ
る
文
書
の
反
復
的
な
請
求
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
権
利
濫
用
の
認
定
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
立
ち
入
っ
た
判
断

が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
答
申
第
三
六
四
号
（
二
○
一
四
年
三
月
二
六
且
で
は
、
こ
の
点
が
中
心
的
な
問
題
と
な
っ
た
。

本
件
で
開
示
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
住
吉
消
防
署
に
保
管
さ
れ
て
い
る
消
防
設
備
点
検
報
告
書
（
お
よ
び
そ
れ
に
付
属
す
る
一
切
の

(3)（2）

第
５
の
４
に
記
載
の
主
治
医
へ
の
照
会
に
係
る
生
活
保
護
業
務
の
手
続
に
関
す
る
こ
と

第
５
の
８
の
ア
か
ら
ウ
に
記
載
の
そ
も
そ
も
明
白
に
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
に
関
す
る
こ
と



176巻2･3号－320

情
報
）
、
お
よ
び
住
吉
区
内
の
建
物
の
建
物
定
期
点
検
報
告
書
全
部
（
お
よ
び
そ
れ
に
付
属
す
る
一
切
の
情
報
）
で
あ
り
、
前
者
は
概
算
で
約
八

万
枚
、
後
者
は
約
一
万
枚
で
あ
り
、
開
示
決
定
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
約
七
年
お
よ
び
二
年
を
要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
大
量
請
求
の
事
案
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
各
実
施
機
関
（
大
阪
市
消
防
長
お
よ
び
大
阪
市
長
）
は
、
対
象
と
な
る
文
書
が
広
範
か
つ
著
し
く
大
量
で
あ
り
、
実
質

的
に
特
定
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
補
正
依
頼
を
行
っ
た
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
不
特
定
を
理
由
に
却
下
決
定
を
行
っ
た
。

本
件
の
背
景
に
は
、
開
示
請
求
者
（
答
申
第
三
三
二
号
と
は
別
人
）
の
居
住
す
る
建
物
に
係
る
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
お
よ
び
建

物
定
期
点
検
報
告
書
に
虚
偽
記
載
が
あ
る
と
主
張
し
、
大
阪
市
消
防
局
お
よ
び
都
市
計
画
局
に
同
建
物
の
所
有
者
お
よ
び
管
理
会
社
に
対
す

る
是
正
指
導
を
行
う
よ
う
に
求
め
て
繼
々
折
衝
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
背
景
事
情
の
も
と
、
開
示
請
求
者
は
他
に
も
十

数
件
の
開
示
請
求
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
大
量
請
求
と
呼
び
う
る
も
の
も
二
件
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
期
限
の
特
例
を

適
用
し
て
開
示
決
定
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
答
申
第
三
六
四
号
に
関
す
る
口
頭
意
見
陳
述
に
お
い
て
審
査
会
委
員
か
ら
指
摘
を
受
け
る
ま
で

開
示
の
実
施
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

答
申
第
三
六
四
号
は
、
結
論
と
し
て
権
利
濫
用
を
認
定
し
、
さ
ら
に
、
答
申
第
三
三
二
号
と
同
様
、
今
後
の
同
種
文
書
の
開
示
請
求
に
つ

い
て
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
却
下
す
べ
き
と
の
指
示
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
際
、
「
公
開
請
求
の
対
象
と
な
る
公
文
書
の
多
寡
に

か
か
わ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
権
利
濫
用
の
判
断
に
つ
い
て
見
る
。

答
申
は
、
権
利
濫
用
の
有
無
に
つ
い
て
、
側
各
実
施
機
関
と
の
間
に
な
さ
れ
た
自
身
が
居
住
す
る
建
物
に
関
す
る
措
置
お
よ
び
開
示
請
求

を
め
ぐ
る
折
衝
に
お
け
る
請
求
者
の
言
動
、
㈲
本
件
各
開
示
請
求
の
目
的
、
㈲
補
正
依
頼
へ
の
対
応
、
⑥
過
去
の
開
示
決
定
に
対
す
る
開
示

実
施
に
対
す
る
態
度
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
る
。

特
徴
的
な
点
の
み
を
指
摘
す
る
と
、
側
に
つ
い
て
審
査
会
は
、
各
実
施
機
関
に
よ
る
折
衝
の
際
の
請
求
者
の
言
動
の
記
録
に
基
づ
き
、
自

身
の
居
住
建
物
に
係
る
要
求
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
開
示
請
求
は
取
り
下
げ
て
も
よ
い
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
な
ど
の
事
実
認
定
を
行
っ

て
お
り
、
客
観
的
な
証
拠
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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側
に
つ
い
て
、
請
求
者
は
、
自
身
が
居
住
す
る
建
物
と
同
様
の
問
題
が
存
在
す
る
か
確
認
す
る
た
め
に
本
件
各
請
求
を
行
っ
て
い
る
と
、
王

張
し
、
請
求
の
目
的
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。
し
か
し
審
査
会
は
、
請
求
に
係
る
文
書
を
入
手
し
た
と
し
て
も
現
実
的
に
そ
の
よ
う
な
調
査

を
行
っ
て
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
可
能
性
は
著
し
く
低
い
と
し
て
、
請
求
内
容
と
主
張
さ
れ
る
目
的
と
の
関
連
性
を
否
定
し
た
。

㈲
に
つ
い
て
答
申
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
た

し
か
し
な
が
ら
、
不
服
申
立
人
は
、
不
必
要
な
公
開
請
求
は
、
大
阪
市
に
と
っ
て
も
自
身
に
と
っ
て
も
、
時
間
と
経
費
等
の
浪
費
で

あ
る
旨
を
主
張
し
て
お
り
、
当
該
補
正
に
応
じ
る
こ
と
で
自
身
が
公
開
を
求
め
て
い
る
文
書
を
迅
速
に
閲
覧
で
き
る
状
況
で
あ
る
に
も

一
般
論
と
し
て
は
、
不
服
申
立
人
が
主
張
す
る
と
お
り
、
公
開
請
求
の
対
象
と
な
る
公
文
書
が
極
め
て
大
量
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
も

っ
て
直
ち
に
対
象
文
書
の
特
定
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
情
報
公
開
制
度
は
公
開
請
求
の
目
的
を
問
わ
な

い
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
極
め
て
大
量
の
公
文
書
の
請
求
へ
の
対
応
が
実
施
機
関
に
多
大
な
負
担
と
な
る
こ
と
を
考
盧
す
る
と
、
そ

の
よ
う
な
公
開
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
実
施
機
関
は
公
開
請
求
者
に
対
し
、
公
開
請
求
の
趣
旨
を
確
認
し
、
適
切
な
範
囲
へ
の

絞
り
込
み
等
、
任
意
の
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件
の
補
正
依
頼
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
〔
情

報
公
開
法
四
条
二
項
に
相
当
〕
に
い
う
補
正
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
上
記
の
よ
う
な
趣
旨
の
協
力
依
頼
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

上
記
ア

一
言
蚤
え
か
一
い
○

別
な
箇
所
で
は

〔
上
記
引
用
部
分
〕
の
と
お
り
、
各
実
施
機
関
が
行
う
補
正
依
頼
に
つ
い
て
、
不
服
申
立
人
に
協
力
義
務
が
あ
る
と
ま
で
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
引
用
部
分
の
う
ち
前
者
で
は
ま
ず
、
少
な
く
と
も
本
件
の
よ
う
に
開
示
請
求
に
係
る
文
書
が
大
量
で
は
あ

っ
て
も
単
一
の
種
類
で
あ
る
場
合
に
は
、
包
括
的
な
請
求
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
特
定
に
欠
け
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
今
述
べ
た
理
由
に
よ
り
請
求
は
不
特
定
で
は
な
い
（
し
た
が
っ
て
不
特
定
で
あ
る
こ
と
に
基

づ
く
補
正
依
頼
は
で
き
な
い
）
が
、
大
量
請
求
に
つ
い
て
は
請
求
者
へ
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
後
者
の
引

用
部
分
で
は
、
こ
れ
は
請
求
者
に
協
力
義
務
が
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
正
当
な
理
由
な
く
協

力
を
し
な
い
と
い
う
事
実
は
、
条
例
四
条
の
利
用
者
の
責
務
規
定
を
介
し
て
、
権
利
濫
用
を
認
定
す
る
た
め
の
有
力
な
要
素
と
な
り
う
る
と

以
上
の
よ
う
に
、
本
件
各
開
示
請
求
は
、
典
型
的
な
権
利
濫
用
の
事
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
審
査
会
と
し
て
は
、
客
観
的
な
証
拠

に
基
づ
い
て
多
方
面
か
ら
慎
重
な
判
断
を
行
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

答
申
第
三
六
四
号
で
は
最
後
に
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
、
本
件
各
請
求
が
条
例
の
趣
旨
か
ら
著
し
く
乖
離
し
た
不
適
正
な
請
求
で
あ
る

こ
と
が
明
白
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
同
一
ま
た
は
類
似
の
文
書
の
開
示
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
開
示
請
求
の
対
象
と
な
る
文

書
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
文
書
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
点
は
、
権
利
濫
用
に
基
づ
く
却
下
を
避
け
る
た
め
に
少
量
の
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
想
定
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
が
、
個
別
に
見
れ
ば
大
量
で
は
な
い
文
書
の
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
も
権
利
濫
用
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ

り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
開
示
請
求
で
あ
っ
て
も
、
上
述
の
よ
う
な
背
景
事
情
か
ら
派
生
し
た
一

考
え
ら
れ
る
。

か
か
わ
ら
ず
、
不
服
申
立
人
に
は
、
真
筆
に
公
文
書
の
絞
り
込
み
に
協
力
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
窺
え
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
上
記
ィ

の
と
お
り
本
件
関
連
請
求
に
係
る
公
文
書
の
閲
覧
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
当
審
査
会
と
し
て
は
、

不
服
申
立
人
が
真
に
公
文
書
の
公
開
を
求
め
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
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連
の
請
求
の
一
部
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
答
申
に
よ
っ
て
不
当
要
求
を
貫
徹
す
る
目
的
で
の
請
求
で
あ
る
こ
と
が
認
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
濫
用
に
該
当
す
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
喝
）
行
政
透
明
化
検
討
チ
ー
ム
「
「
情
報
公
開
制
度
の
改
正
の
方
向
性
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
論
点
整
理
（
三
訂
版
）
」
（
二
○
一
○
年
）
で
も
、
濫
用
的
な
開
示
請
求
に
つ
い

て
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
請
求
窓
口
に
お
い
て
請
求
拒
否
手
続
で
対
応
し
、
そ
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
不
服
申
立
手
続
等
で
の
事
後
的
な
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
こ

と
で
は
ど
う
か
、
と
の
指
摘
が
あ
る
（
二
一
頁
）
。

（
恥
）
「
横
浜
市
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
条
例
の
解
釈
・
運
用
の
手
引
（
改
訂
版
こ
（
二
○
一
○
年
）
五
条
二
項
の
解
説
。

（
Ⅳ
）
な
お
、
権
利
濫
用
に
よ
る
却
下
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
が
可
能
で
あ
り
、
通
常
の
不
開
示
決
定
と
同
様
に
審
査
会
へ
の
諮
問
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

解
釈
論
上
も
理
論
上
も
当
然
で
あ
る
。

（
喝
）
三
宅
弘
ヨ
大
量
の
情
報
公
開
請
求
と
却
下
」
問
題
」
自
治
体
法
務
研
究
二
○
一
四
・
春
（
二
○
一
四
年
）
五
三
頁
（
五
七
頁
）
。

（
岨
）
行
政
透
明
化
検
討
チ
ー
ム
・
前
掲
注
（
巧
）
二
一
頁
で
は
、
「
請
求
窓
口
で
適
正
な
運
用
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
請
求
拒
否
に
あ
た
り
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

審
査
会
か
公
文
書
管
理
委
員
会
に
諮
問
す
る
手
続
を
設
け
て
は
ど
う
か
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
不
服
申
立
て
を
待
た
ず
に
開
示
決
定
等
に

先
立
っ
て
審
査
会
が
関
与
す
る
と
い
う
趣
旨
か
と
思
わ
れ
る
が
、
時
間
的
な
制
約
に
よ
り
事
前
に
審
査
会
が
介
入
す
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。

（
別
）
な
お
、
大
阪
市
以
外
に
も
、
近
年
、
権
利
濫
用
を
認
め
た
審
査
会
答
申
と
し
て
、
管
見
の
限
り
で
は
、
熊
本
県
情
報
公
開
審
査
会
二
○
○
二
年
一
二
月
一
二
日
答
申
（
第

七
七
号
〔
言
ｇ
ミ
ミ
ミ
ミ
．
胃
の
房
匡
日
四
目
○
８
．
宕
首
巨
○
且
①
呂
胃
国
８
日
①
貝
お
窟
言
邑
）
、
札
幌
市
情
報
公
開
審
査
会
（
当
時
）
二
○
○
五
年
三
月
二
九
日
答
申
（
第
五
○
号

〔
耳
目
ご
言
言
喜
Ｑ
ｑ
．
の
四
目
○
ｇ
●
言
お
○
日
巨
詳
烏
巴
ａ
ｏ
２
日
①
日
の
詳
○
呂
冒
ｇ
・
巳
邑
横
浜
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
二
○
二
年
八
月
二
日
答
申
（
第
九
五

一
号
〔
三
日
ミ
言
言
弓
・
の
ご
・
旨
百
冨
日
巴
四
貝
印
巨
目
ミ
普
目
旦
呂
Ｑ
の
豆
ご
印
画
冨
冨
○
の
冨
員
９
国
詳
○
の
冨
口
誤
旨
邑
）
の
ほ
か
、
個
人
情
報
開
示
請
求
に
つ
い
て
、
内
閣
府
審

査
会
二
○
一
四
年
三
月
一
七
日
答
申
（
行
個
一
二
○
号
）
や
東
京
都
個
人
情
報
保
護
審
査
会
二
○
一
四
年
六
月
二
三
日
答
申
（
第
三
六
四
号
、
三
六
五
号
〔
言
日
ご
弓
言
君
．

日
２
３
．
ｓ
ご
ｇ
頁
冒
向
目
、
【
○
三
口
シ
ｚ
ｓ
ｅ
造
ｏ
ご
き
呂
昆
９
．
三
日
〕
）
が
あ
る
。
な
お
、
個
人
情
報
開
示
請
求
権
の
濫
用
に
つ
い
て
は
、
や
や
異
な
る
考
慮
も
必
要
か
と
思

わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
直
接
の
検
討
対
象
と
は
し
な
い
。

五
）
大
阪
市
情
報
公
開
審
査
会
答
申
第
三
三
二
号
言
日
ミ
ミ
ミ
ミ
・
の
ど
．
○
ゆ
農
四
・
重
頁
ｇ
ｇ
ｇ
弓
○
ヶ
○
日
員
９
９
国
白
豊
言
旦
）
。
こ
の
答
申
の
背
景
や
そ
の
後
の
状
況
な
ど

に
つ
い
て
は
参
照
、
宮
之
前
亮
「
濫
用
的
な
情
報
公
開
請
求
へ
の
大
阪
市
の
対
応
に
つ
い
て
」
季
報
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
五
一
号
（
二
○
一
三
年
）
三
一
頁
以
下
。

（
犯
）
藤
原
・
前
掲
注
（
５
）
四
九
○
頁
。
勢
一
智
子
「
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
条
例
に
お
け
る
開
示
請
求
制
度
の
現
状
と
課
題
福
岡
地
域
に
お
け
る
制
度
運
用
状
況
か

（
ｕ
）
本
文
で
言
及
し
た
二
件
の
東
京
高
裁
判
決
の
原
審
は
い
ず
れ
も
文
書
不
特
定
と
は
言
え
な
い
と
し
た
上
で
、
権
利
濫
用
を
認
め
て
い
る
（
横
浜
地
判
二
○
一
○
年
一
○
月

六
日
判
例
自
治
三
四
五
号
二
五
頁
、
東
京
地
判
二
○
二
年
五
月
二
六
日
訟
月
五
八
巻
一
二
号
四
一
三
一
頁
）
。
そ
の
他
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
藤
原
・
前
掲
注
（
５
）
四

九
一
頁
注
一
七
を
参
照
。
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本
節
で
は
、
制
度
的
対
応
の
試
み
に
つ
い
て
若
干
検
討
す
る
。

ま
ず
、
濫
用
禁
止
規
定
に
つ
い
て
、
条
例
に
つ
い
て
は
先
に
少
し
触
れ
た
の
で
、
情
報
公
開
法
改
正
案
に
つ
い
て
触
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

（
両
者
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
も
含
め
）
手
数
料
制
度
の
改
正
と
の
関
係
で
濫
用
対
策
が
議
論
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

制
定
過
程
に
お
い
て
開
示
請
求
手
数
料
を
原
則
と
し
て
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
開
示
実
施
手
数
料
も
引
き
下
げ
る
方
向
性
が
示
さ
れ
た
こ
と

（
妬
）

で
、
濫
用
的
な
開
示
請
求
へ
の
懸
念
が
生
じ
、
濫
用
禁
止
規
定
の
明
文
化
の
是
非
が
論
点
と
な
っ
た
。

結
局
、
法
案
に
お
い
て
は
、
手
数
料
に
つ
い
て
は
上
述
の
通
り
の
方
向
と
な
り
、
他
方
、
五
条
柱
書
に
た
だ
し
書
き
が
追
加
さ
れ
、
開
示

請
求
が
権
利
濫
用
（
又
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
）
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
開
示
義
務
が
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
具
体
的
に
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
が
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
先
に
横
浜
市
の
事
例
に
即
し
て
紹
介
し

た
の
と
同
様
で
あ
る
。

ら
」
（
二
○
○
九
年
）
も
、
開
示
請
求
が
苦
情
処
理
の
代
替
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
る
現
状
を
踏
ま
え
、
運
用
の
改
善
策
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
改
善
な
ど
に
務
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
開
示
請
求
を
権
利
濫
用
だ
と
し
て
却
下
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
も
皆
無
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
最
終
的
に
は
、

行
政
対
象
暴
力
の
域
に
達
し
て
い
る
と
し
て
、
架
電
や
面
会
強
要
等
を
禁
止
す
る
仮
処
分
を
裁
判
所
に
申
請
す
る
な
ど
毅
然
と
し
た
態
度
を
示
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
場
合

も
あ
る
（
以
上
に
つ
い
て
参
照
、
宮
之
前
・
前
掲
注
（
ａ
）
三
三
‐
三
四
頁
）
。

（
認
）
実
際
、
こ
の
答
申
に
よ
る
指
示
に
基
づ
い
た
却
下
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
、
こ
の
指
示
の
射
程
内
か
ど
う
か
に
つ
い
て
答
申
が
行
わ
れ
て
い
る
（
答
申
第

三
五
四
号
言
日
ミ
ミ
ミ
ミ
．
の
ど
．
○
の
画
冨
．
垣
頁
い
○
日
匡
合
樹
Ｑ
ｇ
ｇ
展
観
さ
’
耳
且
〕
、
第
三
六
六
号
胃
日
ミ
ミ
ミ
ミ
・
の
ど
。
○
の
画
冨
喧
頁
め
○
日
員
ｇ
将
ら
ｇ
ｏ
匿
韻
闇
・
冨
旦
〕
、

第
三
六
八
号
〔
胃
ｇ
ミ
ミ
ミ
ミ
・
の
ど
．
○
⑳
四
百
．
一
瞳
頁
の
○
日
匡
合
紺
Ｑ
ｇ
ｇ
瞳
閉
鯉
言
日
三
。

（
型
）
宮
之
前
・
前
掲
注
（
幻
）
三
六
頁
。

四
制
度
的
対
応
の
試
み

（
１
）
濫
用
禁
止
規
定
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情
報
公
開
法
改
正
案
が
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
の
は
、
大
量
請
求
の
場
合
の
手
数
料
の
予
納
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
期
限
の
特
例
を

適
用
す
る
場
合
に
、
当
初
の
開
示
決
定
の
期
限
内
に
開
示
請
求
に
係
る
文
書
の
相
当
部
分
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
し
た
場
合
に
は
、
開
示

請
求
者
は
、
残
り
の
文
書
の
全
部
を
開
示
す
る
と
し
た
場
合
の
開
示
実
施
手
数
料
の
額
の
範
囲
内
で
政
令
に
よ
り
定
め
る
額
を
予
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
一
六
条
五
項
の
規
定
で
あ
る
。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
予
納
制
度
が
お
か
れ
れ
ば
、
大
量
請
求
に
対
し
て
は
効
果
的
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
和
歌

（
妬
）

山
県
で
は
こ
れ
に
追
随
す
る
条
例
改
正
を
行
っ
て
い
る
。
他
方
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
濫
用
的
な
請
求
に
は
大
量
請
求
だ
け
で
は
な
く
多

数
回
請
求
も
あ
る
の
で
あ
り
、
予
納
制
度
も
万
能
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
窓
口
業
務
の
多
い
市
町
村
と
国
・
都
道
府
県
と
で
は
事
情
が
異
な

る
可
能
性
も
あ
る
が
、
市
町
村
が
予
納
制
度
を
設
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
留
意
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
方
式
の
場
合
、
横
浜
市
の
よ
う
に
具
体
的
な
類
型
化
を
行
っ
て
公
表
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
上
述
の
通
り
、

そ
れ
だ
け
で
は
実
際
に
具
体
的
な
事
案
で
権
利
濫
用
の
判
断
に
踏
み
切
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
の
た
め
、
審
査
会
で
の
判

断
事
例
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
つ
つ
、
実
際
の
判
断
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
資
料
を
揃
え
れ
ば
よ
い
の
か
な
ど
の
実
務
的
な
手
順
を
情
報

公
開
部
局
が
中
心
に
な
っ
て
周
知
す
る
な
ど
の
措
置
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。

（
妬
）
行
政
透
明
化
検
討
チ
ー
ム
・
前
掲
注
（
胆
）
二
○
‐
二
一
頁
。

（
妬
）
和
歌
山
県
情
報
公
開
条
例
は
二
○
一
二
年
に
改
正
さ
れ
、
国
の
法
案
と
同
様
の
予
納
制
度
を
設
け
た
（
一
八
条
四
項
）
。
同
条
例
に
つ
い
て
は
参
照
、
横
田
明
美
「
和
歌

山
県
情
報
公
開
制
度
改
革
」
季
報
情
報
公
開
個
人
情
報
保
護
四
八
号
（
二
○
一
三
年
）
二
頁
。

（
２
）
手
数
料
予
納
制
度
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本
稿
で
は
、
濫
用
的
な
情
報
公
開
請
求
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
の
ま
と
め
を
も
っ
て
結
び
に
代
え
た
い
。

ま
ず
、
濫
用
的
な
情
報
公
開
請
求
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
情
報
公
開
制
度
自
体
へ
の
職
員
お
よ
び
住
民
の
信
頼
を
揺
る
が
す
恐
れ
の
あ
り
、

ひ
い
て
は
制
度
全
体
に
対
す
る
深
刻
な
リ
ス
ク
要
因
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
し
た
が
っ
て
、
真
に
濫
用
的
な
請
求
に
は
適
切
に
却
下
決
定
を
行
い
う
る
と
同
時
に
、
却
下
決
定
の
濫
用
を
許
さ
な
い
よ
う
な
方

策
が
条
例
解
釈
論
や
制
度
改
正
論
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
る
。

濫
用
的
な
情
報
公
開
請
求
に
つ
い
て
は
、
大
量
請
求
の
場
合
と
多
数
回
請
求
の
場
合
が
あ
り
え
、
大
量
請
求
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
特
定

を
欠
く
と
し
て
対
処
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
多
く
の
場
合
は
権
利
濫
用
に
基
づ
く
却
下
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

権
利
濫
用
に
つ
い
て
は
判
断
基
準
が
暖
昧
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
実
務
的
な
努
力
で
明
確
化
を
図
る
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
審
査
会
で
の
判
断
の
際
に
は
、
特
に
大
量
請
求
に
つ
い
て
は
判
断
の
構
造
化
が
図
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
点
を
敷
桁
す
れ
ば
、
大
量
請
求
の
場
合
に
は
利
用
者
の
責
務
条
項
な
ど
に
基
づ
い
て
絞
り
込
み
に
協
力
を
求
め
、
そ
の
拒
否
の
場
合

の
正
当
な
理
由
を
問
題
に
す
る
と
い
う
形
で
大
量
請
求
の
場
合
の
権
利
濫
用
の
判
断
を
構
造
化
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

情
報
公
開
制
度
は
開
示
請
求
の
目
的
を
問
わ
な
い
制
度
で
あ
り
、
通
常
の
不
服
申
立
て
審
査
に
お
い
て
は
、
請
求
の
目
的
が
必
ず
し
も
明
ら

か
に
な
ら
な
い
が
、
権
利
濫
用
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
構
造
に
よ
っ
て
正
当
な
理
由
を
要
求
し
、
理
由
を
争
点
化
で
き

る
こ
と
も
こ
う
し
た
構
造
化
の
メ
リ
ッ
ト
だ
と
い
え
る
。

他
方
、
多
数
回
請
求
の
場
合
に
は
総
合
的
な
考
盧
が
必
要
で
あ
っ
て
判
断
の
構
造
化
は
困
難
だ
ろ
う
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
実
務
的
な
努

力
で
明
確
化
を
図
る
ほ
か
、
審
査
会
答
申
の
工
夫
な
ど
を
通
じ
て
適
正
な
判
断
を
確
保
す
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
付
記
）
な
お
、
筆
者
は
京
都
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
、
大
阪
市
個
人
情
報
保
護
審
議
会
等
の
委
員
を
務
め
て
お
り
、
ま
た
、
過
去
に
も

五
お
わ
り
に
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見
解
で
あ
る
。

大
阪
市
情
報
公
開
審
査
会
（
二
○
二
年
四
月
か
ら
二
○
一
四
年
三
月
ま
で
）
等
の
委
員
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
述
べ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
個
人
的
な


